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通信

震災の影響を受けた場合の賃金の取り扱いについて

東日本大震災から３ヶ月が経とうとしています。災害直後の混乱がおさまり、復旧へ

と向かう中で生じる賃金等労働条件についての疑問をＱ＆Ａ形式でご案内します。

震災に伴う労働基準法等に関するＱ＆Ａ その２

【中小企業緊急雇用助成金をご存知ですか?】

東日本大震災等に伴う経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得ない事業主が、従業員を一時的に休業さ

せた場合、休業手当相当額の一部（中小企業で原則８割）を受けとることができます。また、教育訓練や

出向を行なった場合も助成金の対象になります。詳しい支給要件や手続きなどに関しましては、弊社まで

お問い合わせください。

★ 助成金は、支給要件を満たせばどんな会社でももらえる返済不要の国からの支援金です。

Ａ２．はい。労働者が自主的に募金に応じ

る場合は、あらかじめ労使協定を締結する

ことで、その労働者の賃金から募金額を控

除することは可能です。

ただし、募金に応じる意思がない労働者の

賃金から義援金として一律に控除すること

は認められず、労働基準法違反となります

ので注意してください。

Ｑ２．被災地への義援金を社内で募る場合、

募金額を賃金から控除しても良いのでしょ

うか？

Ａ３．従来支払われていた賃金、手当等を

引き下げることは、労働条件の不利益変更

に該当します。

そのため、賃金引き下げなどの労働条件の

変更は労働者と使用者の個別の合意が必要

です。

なお、就業規則の変更により賃金の引き下

げを行うときは、労働者代表の意見を聴き、

変更内容を労働基準監督署へ届け出てくだ

さい。さらに、変更後の就業規則を労働者

に周知させることも必要です。

Ｑ３．飲食店を経営しています。震災によ

り店舗の被災はなかったものの、来客数が

激減し、売上げが大幅に下がっています。

このため、従業員の賃金を引き下げようと

考えていますが、問題はありますか？
Ａ１．いいえ。労働基準法には、天災事変
などの理由による賃金支払義務の減免（軽
くしたり、免除したりすること）に関する
規定はありません。

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額
を、毎月１回以上、一定期日を定めて支払
いましょう。（労働基準法２４条の定めに
よります）

Ｑ１．地震の影響で資金繰りが悪化した場

合、賃金の支払義務が減免されることはあ

るでしょうか？

労働基準法第２５条（非常時払い）とは？

使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省で定める非常の場合の費用にあてるために請求

する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

Ａ４．はい。そのため、今回の地震に係る

費用にあてるために、労働者から請求が

あった場合には、支払期日前であっても、

すでに行われた労働に対する賃金について

は支払わなければなりません。

Ｑ４．労働基準法第２５条の「災害」には、

今回の地震による災害も含まれますか？

企業経営に役立つ給与・労務情報満載！
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